
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29 症候と 26 疾病  病態は、2年間の研修期間中に全て経験するよう求められている必

須項目となる。経験すべき症候及び経験すべき疾病 病態の研修を行ったことの確認は、

日常診療において作成する病歴要約に基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見、アセ

スメント、プラン  診断、治療、教育）、考察等を含むこと。病歴要約に記載された患者

氏名、患者 ID 番号等は同定不可能とした上で記録を残す。「経験すべき疾病･病態」の

中の少なくとも１症例は、外科手術に至った症例を選択し、病歴要約には必ず手術要約を

含めることが必要である。   

 経験すべき症候－29 症候－ 

外来又は病棟において、下記の症候を呈する患者について、病歴、身体所見、簡単な検査

所見に基づく臨床推論と、病態を考慮した初期対応を行う。 

経験すべき症候、疾病 病態 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経験すべき疾病 病態－26 疾病 病態－  

外来又は病棟において、下記の疾病 病態を有する患者の診療にあたる。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的臨床手技 



 

 

 

 

 

 

その他の研修活動の記録 


